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満
刺
加

の
楽
系
麻
掌
よ
り
琉
球
国
王
あ
て
、
交
趾
で
遭
難
し
た
琉
球
人

を
救
出
し
、
来
船
に
託
し
て
送
還
す
る
む
ね
の
書
簡

(
一
四
八
〇
、
三
、
二
)

満
刺
加

の
楽
系
麻
拿
、
琉
球
国
王
殿
下
に
拝
奉
す
。

拝
知
し
聞
得
す
る
に
、
宝
船

一
隻
、
交
趾
に
打
在
し
失
水
し
交
趾
人
と
相

い
殺
す
。
聞
得
し
て
楽
作
麻
掌
、
使
を
差
わ
し
小
船

一
隻

に
て
占
城
の
地
面

に
前
往
せ
し
む
。
根
尋
し
得
着
す
る
に
、
止
だ
人
口
二
名
有
る
の
み
。
其
の

日
久
し
か
ら
ず
し
て

一
名
病
故
す
。
今
、
琉
球
国
王
の
差
来
せ
る
使
臣

・
通

事
の
鄭
珞
等
、
国
に
到
り
売
買
し
平
安
に
本
国
に
回
還
す
る
有
り
。
円
よ
り

楽
作
麻
拿

、
満
刺
加
の
奴
碑
為
れ
ば
、
也
是
れ
琉
球
国
王
脚
下
の
奴
碑
な
り
。

此
く
の
如
く
所
有

の
人
口

一
名
も
て
代
り
て
字
み
て
我
が
王
殿
下
に
奉
来
す

れ
ば
、
乞
う
、
腰
刀

一
把

・
榜
身

一
個

・
馬
鞍

一
付
を
賜
わ
ん
こ
と
を
。
奴

婢
の
所
用
を
来
ら
し
め
、
奴
婢

の
此
に
在
る
を
顕
見
す
る
を
乞
う
。
年
々
宝

船
来
往
す
れ
ば
酬
保
を
相

い
増
さ
ん
。
煩
わ
く
は
、
奴
脾
の
永
遠
の
心
を
念

わ
ん
こ
と
を
。

国
王
万
々
歳

成
化
十
六
年

(
一
四
八
〇
)
三
月
初
二
日
　
楽
作
麻
掌
　
拝

注

(1
)
楽
系
麻
拿
　

本
文
書
中

の
楽
作
麻
拿

、
〔三
九
-
一
五
〕

の
楽
索
摩
拿

、

い
ず
れ
も
ラ
ク
サ

マ
ナ
L
a
k
s
a
m
a
n
a
の
音
訳
表
記
で
あ
る
。
十
五
世
紀

後
半

に
マ
ラ
ッ
カ
王
国

の
武
官
と
し
て
設
け
ら
れ
た
世
襲
で
終
身
の
官

職
。
次
第
に
重
職
と
な
り
、
海
軍
長
官
で
同
時
に
国
王
の
補
佐
代
行
も

務
め
る
よ
う
に
な

っ
た

(ト
メ

・
ピ

レ
ス

『東
方
諸
国
記
』
訳
注
、
四

四
六
頁
。
和
田
久
徳
「
マ
ラ
ッ
カ
国
諸
王
の
在
位
年
代
」
『
お
茶
の
水
女

子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
二
九
、
同

「
マ
ラ

ッ
カ
王
国
の
ラ
ク
サ

マ
ナ
」

『国
学
院
雑
誌
』
七
七
-
三
、

一
九
七
六
年
、
同

「ト
メ
・ピ
レ
ス
の
記

述
す
る
マ
ラ
ッ
カ
国

の
官
職
」
山
本
達
郎
編

『東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る

権
力
構
造

の
史
的
考
察
』
竹
内
書
店
、

一
九
六
九
年
)
。

(2
)
宝
船

一
隻
…
失
水
し
交
趾
人
と
相

い
殺
す
　

『明
実
録
』
成
化
十
四
年

三
月
戊
子
の
条
に
、
あ
る
い
は
関
連

の
記
事
か
と
思
わ
れ
る
安
南
国
王

の
上
奏
が
あ
る
。

(3
)
交
趾
　

こ
の
こ
ろ
は
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
中
部
地
方
を
さ
す

(岩
生
成

一

『南

洋
日
本
町
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
六
年
、

二
〇
頁
)。

(4
)
占
城
　
占
城
は
通
常
チ
ャ
ン
パ
ー
王
国
の
表
記
と
し
て
用

い
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
国
名

で
は
な
く
、
交
趾
の
や
や
南
、
ヴ
ァ
レ
ラ
岬
近
辺
を
さ

す
か
。

一
四
七

一
年
以
降
、
チ
ャ
ン
パ
ー
王
国

の
首
都
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
を

含
む
ヴ
ァ
レ
ラ
岬
以
北
は
黎
朝
に
支
配
さ
れ
て
い
た

(ジ

ョ
ル
ジ

ュ
・

セ
デ

ス
著
、
辛
島
昇

・
内
田
晶
子

・
桜
井
由
躬
雄
訳

『イ
ン
ド
シ
ナ
文

明
史
』

み
す
ず
書
房
、

一
九
六
九
年
、
二
五
七
頁
。
和
田
久
徳

「東
南

ア
ジ
ア
の
社
会
と
国
家
の
変
貌
」
『岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
一
三
、

一
九

七

一
年
、
四
四
五
頁
)
。

(5
)
我
が
王
殿
下
　
琉
球
国
王
を
さ
す
。

(6
)
榜
身
　

不
明
で
あ
る
が
、
榜
に
は
、
ゆ
だ
め

(弓
の
弾
力
を
強
く
す
る

た
め
に
弓
幹
を
調
整
す
る
た
め
の
道
具
)
、
ま
た
笞

(む
ち
)
の
意
味
が

あ
る
。

(7
)
奴
碑
の
所
用
を
…
乞
う
　
私
の
欲
し
い
も
の
を
下
さ
い
、
私
が
こ
こ
に



居

る

の

を

お
忘

れ

な

く

、

の
意

。
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暹
羅
国
王
よ
り
琉
球
国
王
あ
て
、
火
事
で
船
を
失

っ
た
琉
球
人
を
帰
国

さ
せ
る
暹
羅
船
が
琉
球
近
海
で
難
破
し
、
そ
の
乗
員
の
送
還
を
う
け
た

こ
と
に
謝
し
、
使
者
を
送

っ
て
返
礼
す
る
む
ね
の
咨

(
一
四
八
〇
、
三
、
二
三
)

暹
羅
国
王
、
謹
ん
で
琉
球
国
王
殿
下
に
咨
回
す
。

恭
し
く
惟
う
に
天
を
体
し
て
道
を
行
い
、
善
を
以
て
民
を
牧
す
れ
ば
盛
徳

は
孤
な
ら
ず
、
仁
親
も
て
宝
と
為
す
。
曩
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
両
国
財
を

通
ず
る
の
美
あ
り
。
邇
き
に
至
り
遐
き
を
歴
て
有
を
貿

い
無
を
易
う
る
の
交

あ
り
。
常
に
遣
使
し
て
来
り
、
絡
繹
と
し
て
絶
え
ず
。
況
に
前
歳
、
使
臣
澹

馬
巴
等
を
差
わ
し
て
来
到
す
る
も
、
不
幸
に
し
て
船
財
の
殃
を
被
る
は
皆
是

れ
命
な
り
。
新
た
に
舟
航

一
隻
を
措
し
て
、
専
ら
正
使
奈
悶
英
謝
替

・
副
使

奈
曾
謝
替

・
通
事
奈
栄
等
を
差
わ
し
、
方
物
を
装
載
し
、
正
副
使
等
を
伴
送

し
て
貴
国
に
回
還
せ
し
む
る
に
、
舟
行
し
て
将

に
近
か
ら
ん
と
す
る
に
、
又

風
水

に
遭

い
て
船
は
洋
中
に
溺
し
人
亡
び
て
財
散
ず
。
近
ご
ろ
咨
の
来
る
を

蒙
り
て
方
め
て
其
の
事
を
知
る
。
此
れ
乃
ち
天
の
降
せ
る
禍
な
り
。
番
衆
の

逃
命
し
て
存
す
る
者
有
る
或
り
。
咸
く
発
揮

に
頼
り
て
回
来
す
る
は
実
に
憐

恤
と
為
す
。
使
臣
泰
刺

・
通
事
紅
錦
等
を
差
わ
し
咨
を
持
し
て
厚
礼
す
る
を

蒙
れ
ば
、
数
に
依
り
収
め
て
訖
る
。
之
を
回
さ
ん
と
す
る
も
及
ぼ
ず
、
之
を

受
く
る
も
愧

有

り
。
今
、
護
送

の
奈
■

を
差
わ
し
番
梢

三
名

を
帯
領

し
、
咨

を
擎

し

て
礼

を
齎

し
、
来
使

に
随
同
し

て
前
来
し
貴

国

に
回
ら
し
む
。
伏

し

て
乞
う
、
海
涵

し

て
允
納

せ
よ
。
以

て
献
芹

の
意

を
表

す
。
伴
送

の
来
使

は
、

望
む
ら
く
は
早
や
か
に
本

国
に
回

る
を
賜
わ
ん

こ
と
を
。
須
ら
く
咨

に
至

る

べ
き
者
な
り
。

今
、
礼
物
を
開
す
　

蘇
木
三
千
斤
　
紅
布

一
十
匹

回
奉
の
礼
物
　

蘇
木
二
万
斤

右
、
琉
球
国
王
に
咨
す

成
化
十
六
年

(
一
四
八
〇
)
三
月
二
十
三
日

注

*
〔三
九
-
一
一
〕
〔三
九
-
一
二
〕
〔三
九
-
一
三
〕
〔三
九
-
一
四
〕
〔三
九
-
一
六
〕

〔三
九
-
一
七
〕
の
各
文
書

に
記
さ
れ
た
琉
球
・
暹
羅
間

の
往
復
を
文
書

の
内

容
か
ら
年
代
順
に
略
述
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る

(な
お
年
月
日
の
記
載

の
な
い

〔三
九
-
一
四
〕
は

〔三
九
-
一
一
〕
の
前

に
あ
る
べ
き
文
書
で
、
成

化
十
五
年
春
の
発
信
と
思
わ
れ
る
)。

成
化
十
三
年
の
冬
に
暹
羅

へ
向
か

っ
た
正
使
澹
馬
巴
等

の
琉
球
船
は
火
災

に
よ
り
失
わ
れ
た

(〔一二
九
-
一
四
〕

〔三
九
-
一
一
〕
〔三
九
-
一
二
〕
)
。
こ
の

た
め
暹
羅
側
は
船

一
隻
を
工
面
し
、
正
使
奈
悶
英
謝
替
等
を
遣
わ
し
て
澹
馬

巴
等
を
琉
球

へ
送
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
風
の
便
が
悪
く
暹

羅

へ
い
っ
た
ん

戻
り
、
次
の
冬

(成
化
十
四
年
)
の
間
と
ど
ま

っ
て
船
を
修
理
し
た
。
成
化

十
五
年
春
に
こ
の
船
が
出
発
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
琉
球
か
ら
正
使
倪
実

・

通
事
鄭
珞
等

の
船
が
到
着
し
た
の
で
、
以
上
の
こ
と
を
知
ら
せ
、
ま
た
暹
羅

国

の
正
使
奈
悶
英
謝
替
の
派
遣
を
告
げ

て
、
書
簡

〔三
九
-
一
四
〕
を
倪
実
・

鄭
珞

等
に
託
し
た
。
成
化
十
五
年
春
に
出
発
し
た
こ
の
暹
羅
船
は
琉
球
付
近


